
①

再
任
用
者
が
辞
め
嘱
託

員
に
切
り
替
わ
っ
た
が
複
雑
・

特
殊
な
作
業
で
あ
り
経
験
の

無
い
者
で
は
他
の
者
の
負
担

も
多
い
。
正
規
配
置
に
戻
し

て
ほ
し
い
。

↓

業
務
量
増
が
な
い
と
短

時
間
を
正
規
に
戻
す
と
い

う
こ
と
は
難
し
い
。
地
道

に
要
求
し
て
い
き
た
い
。

②

主
査
級
の
み
で
は
な
く

主
任
級
の
改
善
の
取
り
組
み
は
。

↓

主
任
級
は
、
高
卒
初
任

給
に
88
号
給
の
３
級
61
号

給
到
達
が
条
件
。
一
般
職

と
比
べ
て
36
号
給
の
格
差

が
あ
る
。
現
業
職
給
料
表

が
確
定
し
た
の
で
、
改
善

に
取
り
組
み
た
い
。

③

種
鶏
場
が
５
年
後
移
転
す

る
。
一
時
的
に
両
方
を
運
営
す

る
時
も
あ
る
よ
う
だ
。
人
を
増

や
す
こ
と
は
で
き
な
い
か
。

↓

働
き
や
す
い
職
場
に
し

て
い
く
た
め
に
は
、
い
ろ

い
ろ
設
備
を
検
討
し
て
い

く
中
で
現
場
の
意
見
を
言
っ

て
い
か
な
い
と
、
使
い
に

く
い
施
設
と
な
る
こ
と
が

あ
る
。
人
員
増
も
一
時
的

な
業
務
量
増
で
は
認
め
て

く
れ
な
い
が
、
業
務
の
面

か
ら
し
っ
か
り
意
見
を
言
っ

て
い
く
必
要
が
あ
る
。

④

が
ん
セ
ン
タ
ー
（
給
食
）
で

は
臨
時
的
任
用
職
員
を
募
集

し
て
も
、
職
場
を
見
て
暑
く
て

大
変
と
辞
退
。
パ
ー
ト
募
集
し

て
も
人
が
確
保
で
き
な
い
。

給
食
内
容
に
つ
い
て
評
価
が

上
が
っ
て
き
た
。
委
託
で
も
良
い

と
言
っ
て
い
た
人
の
評
価
も
変

わ
っ
て
き
て
い
る
。
も
っ
と
良
い

職
場
に
し
て
、
委
託
化
と
い
う

こ
と
で
は
な
く
正
規
で
行
う
職

場
と
い
う
評
価
に
変
え
て
い
き

た
い
と
思
っ
て
い
る
。

↓

人
が
確
保
で
き
な
い
の

は
、
正
規
職
員
で
あ
れ
ば

身
分
保
障
も
あ
る
が
非
常

勤
な
ど
給
料
水
準
も
問
題

が
あ
る
と
思
う
。
正
規
の

要
求
も
当
然
だ
と
思
う
。

そ
の
た
め
に
も
仕
事
を
改

善
し
て
県
民
の
た

め
に
な
る
仕
事
に

し
て
い
く
こ
と
も

重
要
な
内
容
だ
と
思
う
。

現
業
の
組
織
が
１
９

８
５
年
に
で
き
て
35

年

近
い
。
自
ら
の
努
力
で

も
改
善
を
図
り
た
い
。

愛知県職連合
現 業 評 議 会

名古屋市中区三の丸3-2-１
愛知県東大手庁舎４階

代 表 052-951-4036
Ｆ Ａ Ｘ 0120-930-340

www.aichikenshoku.gr.jp
gengyou17@aichikenshoku.gr.jp

● ６月17日に評議員会開催

● 現業給与実態調査の概要

● ９月の現業レク予告

２０１７年７月１日

№１７０４

９月９日(土)広島戦(第一希望)

又は18日(祝)巨人戦(第二希望)

上記日程で団体予約申請中

13時00分～集合･観戦

17時30分～交流会(大曽根駅周辺)

参 加 費 4,000円(予)<内野Ｂ一塁側>

募集定員 30人

７月中旬にチケットが確定します。

７月下旬には募集を行います。

６月17日(土)午後２時からアイリス愛知において、第10
回評議員会を開催しました。
評議員会は大会に次ぐ議決機関で、前半期の取り組みを

報告し、後半期の取り組みを確認しました。 ○●○❤

６月現在の現業組合員124人＜正規113人(このうち新規採用2人)､再任用11人＞です。
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20(26.0%) 
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前年

56(72.7%) 

0 

1 1.1%
前年0
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1 1.1%
前年0
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昇給号数の分布

55歳未満

55歳以上

1人は最高号給到達

全て最高号給到達

49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

4-138 1 1 1

4-139 2 1 1

4-140 3 1 1

4-141 4 1 1 2

4-142 5

4-143 6

4-144 7

4-145 8 1 1

4-146 9

4-147 10

4-148 11 1 1

4-149 12 1 1

4-150 13

4-151 14

4-152 15 1 1

4-153 16 1 1 2

4-154 17 1 1

4-155 18

4-156 19 1 1

4-157 20

4-158 21 1 1
〜 〜

4-169 32 1 1
〜 〜

4-171 34 1 1
〜 〜

4-176 39 1 1

5-106 1 1 1

5-107 2 1 1

5-108 3

5-109 4

5-110 5

5-111 6 1 1

5-112 7 2 3 1 1 7

2 2 2 2 4 1 2 6 3 3 27

※　｢号給差｣とは最高号給(4-137､5-105)との差

号給増設部分の職員分布

総計

年　　　齢
級号給

号給差
(※)

総計

52歳 53歳 54歳 55歳 56歳 57歳 58歳
19 1 1
20 1 1 2
21 1 1
22 1 1 2
23 1 1 2
24 1 1 2
25
26 1 1
27

33 1 1
34 2 2

2 4 3 2 2 0 1 14合計

合計

 主査級昇任者の年齢と勤続年数(2015～2017)
年　　　齢

勤
続
年
数

○
対
象
者

調
査
対
象
は
４
月
１
日
現
在

の
現
業
組
合
員
の
う
ち
、
新
採
・

再
任
用
・
一
般
職
非
常
勤
職
員

を
除
く
１
１
１
人
。
１
１
０
人

の
回
答
（
前
年
度
１
０
０
人
の
回
答
）

①
②
平
均
年
齢
は
低
下

平
均
勤
続
年
数
は
長
く

平
均
年
齢
は
46
・
８
歳
で
前

年
度
の
46
・
９
歳
よ
り
下
が
り

ま
し
た
。
昨
年
度
に
新
規
採
用

が
あ
っ
た
た
め
で
す
。

一
方
、
勤
続
年
数
で
は
、
21
・

９
年
で
前
年
度
の
21
・
３
年
よ

り
長
く
な
り
ま
し
た
。

③
職
級
分
布
は

大
き
く
変
わ
ら
ず

前
年
度
と
職
級
分
布
の
傾
向

は
変
わ
ら
ず
４
級
が
75
人
で
約

７
割
を
し
め
て
い
ま
す
。

④
号
給
増
設
部
分
に
27
人
在
職

４
級
に
は
17
人
、
５
級
に
は

10
人
が
在
職
し
て
い
ま
す
。

（
※
来
年
度
に
４
級
１
３
８
号

給
以
上
↓
４
級
１
３
７
号
給
、

５
級
１
０
６
号
給
以
上
↓
５
級

１
０
５
号
給
に
切
替
ら
れ
ま
す
）

⑤
昇
給
号
給
の
分
布

55
歳
以
下
86
人
の
う
ち
６
号

給
４
人
、
５
号
給
21
人
、
４
号

給
60
人
、
２
号
給
１
人
、
０
号

給
１
人
、
昇
給
加
算
を
受
け
た

割
合
は
、
29
・
１
％
で
し
た
。

55
歳
超
え
23
人
の
う
ち
３
号

昇
給
６
人
、
２
号
昇
給
９
人
、

１
号
昇
給
２
人
、
０
号
昇
給
６

人
で
、
昇
給
加
算
を
受
け
た
割

合
は
、
26
・
１
％
で
し
た
。

最
高
号
給
到
達
に
よ
り
昇
給

号
数
が
０
や
１
号
と
少
な
く
な
っ

て
い
る
場
合
も
あ
り
ま
し
た
。

⑥
主
査
級
昇
任
の
年
齢
と
勤
続

主
査
級
昇
任
は
、
５
人
で､

53
歳
２
人
、
54
歳
２
人
、
56
歳

１
人
で
、
前
年
度
の
３
人
よ
り

多
く
な
っ
て
い
ま
し
た
。

左
表
は
２
０
１
５
〜
２
０
１

７
年
度
の
３
年
間
の
主
査
級
昇

任
者
14
人
の
年
齢
と
勤
続
年
数

を
対
比
し
た
も
の
で
、
年
齢
で

は
52
歳
以
上
、
勤
続
年
数
で
は

19
年
以
上
の
者
が
主
査
級
に
昇

任
し
て
い
ま
す
。

４
月
28
日
締
切
で
実
施
し
た
「
現
業
給
与
実
態
調
査
」
に
つ

い
て
、
病
気
療
養
中
の
１
人
を
除
き
１
１
０
人
か
ら
回
答
を
い

た
だ
き
ま
し
た
。
ご
協
力
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

報
告
書
は
、
「
第
10
回
評
議
員
会
報
告
・
議
案
書
」
に
収
録

し
、
各
分
会
・
課
単
位
に
送
付
し
、
現
業
評
議
会
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
に
も
収
録
し
ま
し
た
が
、
こ
こ
で
概
要
を
紹
介
し
ま
す
。


